


行）実施要領を熟読のこと。

（３）仕様書等に質問がある場合は、令和４年３月３０日１６時

００分までに、総務部 契約課 購買第二係まで上記メールア

ドレスに提出すること。上記の方法によりがたい場合は、総

務部契約課購買第二係（TEL：06-6942-1141）に問い合わせ

すること。

（４）本業務は、令和４年度予算が成立し、支出負担行為計画示達

がなされることを条件とした見積徴取である。予算成立の事情

により本見積徴収の日を変更する場合や、見積徴収を取り止め

る場合もある。


